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質 問 事 項

№ １－１

介護保険制度の安定した運営に向けて

要

旨

（１） 令和６年度介護報酬改定の影響について

介護報酬は令和８年度に初の前倒し改定が行われます。この報酬改定

の前倒しは、令和６年度改定で訪問介護の報酬が２～３％引き下げら

れ、訪問介護事業者の倒産件数が過去最多を更新。撤退・倒産で訪問介

護事業所が「ゼロ」になる自治体が続出していることや介護従事者の処

遇が低いことが背景にあります。昨年末時点で全国 116 町村が「ゼロ」

です。つまり、介護職員等処遇改善加算があっても、介護事業所の経営

は大変厳しい状況となっているのです。「しんぶん赤旗」によれば、直

近の半年間で名古屋市 53 増、大阪市 48 増などの一方、東京 23区では

30 減少です。地方だけで減っているわけではありません。また、令和

６年度の介護職員の平均月給は全産業平均よりも月 8.3 万円低く、介護

職員数は制度開始以来、初めて減少に転じています。

前回の訪問介護報酬の引下げでは、市は「今回の介護報酬改定で訪問

介護の報酬の基本額は引き下げられましたが、介護職員等処遇改善加算

については手厚く拡充されており、その加算率は他のサービスに比べ、

高く設定されております。

なお、本市の訪問介護事業所におきましては、全て処遇改善加算を算

定しており、加算の算定次第では増額となることから、基本報酬の引下

げが訪問介護サービスの提供に大きな影響を及ぼすとは考えておりま

せん。」（令和６年３月７日 一般質問への答弁）

この答弁では、市内の訪問介護事業所は介護職員等処遇改善加算を取

得しているとのことだったが、その後、そのとおり市内全事業所が新た

な加算を取得していたのか、伺います。
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（２） 令和８年度の介護報酬改定の影響について

令和８年度の介護報酬改定案は、職員の処遇改善に関わる部分の前倒

し改定。ヘルパーなどの直接的な身体介護や生活援助を行う介護職員の

みならず、介護事業所で働くサービス提供責任者やケアマネジャーとい

った介護従事者も対象の報酬引上げです。改定率は 2.03％となってい

ます。具体的には、介護職員、介護従事者を対象に、幅広く月 1 万円

（3.3％）の賃上げを実現する。生産性向上や協働化に取り組む事業者

の介護職員を対象に月 0.7 万円（2.4％）の上乗せ措置の実施。合計で

介護職員には月 1.9 万円（定期昇給 0.2 万円込み）の賃上げの実現、26

年 6月実施、ということです。しかし、24 年改定で引き下げられた基

本報酬は引き下げたままです。これで、本当に訪問介護事業所の経営が

良くなるのか、介護従事者が確保できるのかが、問題です。

ア 加算取得の条件について

今回の新たな加算取得の条件はどのようか。また、市内事業者は新

たな加算取得を行える状況にあるのか。

イ ヘルパーの確保について

訪問介護サービスが需要に対して十分サービスが提供できている

か。「尾張旭市高齢者保健福祉計画（令和６年度～８年度）」によると、

令和６年度は訪問介護の見込み量 766 人、7年度は 789 人だが、これ

に対して今日までのサービス供給はどうか。ヘルパーの不足は生じて

いないか。介護職員、介護従事者の平均月収は全産業平均よりも 8.3

万円低い中で、せいぜい 1.9 万円の賃上げとなる。全産業平均には到

達しないのだが、ヘルパーの確保はこれで十分できるのか。

ウ 経営への影響について

今回の介護報酬改定では、基本報酬は変わらない。今夏の改定で、

訪問介護事業所の 24 年改定のマイナスを取り戻し、24年以前よりも

プラスに転じて経営に余裕をもたらすことになるのか。



別紙 氏 名 原 利宏

※ 申し合わせ事項に留意する。

3

質 問 事 項

№ １－３

介護保険制度の安定した運営に向けて

要

旨

（３） ケアプラン作成の有料化について

厚生労働省の社会保障審議会介護保険分科会では、27 年度の介護保

険制度改定に向けて、３つの改悪が議論されています。

介護サービス利用料２割負担の対象拡大が審議されていたが、昨年末

に「年内の決定を見送り、26 年に改めて議論する」となっている。要

介護１・２の総合事業移行（介護保険外し）についても、27 年度実施

に向けて審議はされるが、反対の声が大きく、どうなるかわかりません。

「ケアプランの一部有料化」については、これまでも「利用控えにつな

がる」等の反対意見が多く、見送られてきたが、今、重大な局面にあり

ます。住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の利用者に

ついてはケアプラン作成を有料化することが議論されています。理由

は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設ではケアマネジメント費用

が施設サービス費に含まれており、利用者が自己負担しているのに対

し、住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は「自宅」と

見なされ、ケアプラン作成料を負担していないから、ということのよう

です。また、ケアマネジャーの業務の中で給付管理業務を事務作業と見

なし、その部分を有料化の対象とするようです。低所得層が有料化で利

用できなくなることを防ぐために、低所得層への免除・負担軽減もある

と言います。

国のケアプラン有料化の戦略が変わりました。つまり、「全面有料化」

ではなく有料老人ホーム等への狙い撃ち、部分的な有料化の導入です。

これを許せば、ここを皮切りにして有料化の範囲を拡大していくことが

目に見えています。

ア 介護施設におけるケアプラン作成料について

介護施設において介護プラン作成の利用者負担が生じている、と言

われる理由は何か。
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イ ケアプラン作成の給付金額について

ケアプラン作成に係る給付金額は、利用者平均でどれくらいか。

ウ ケアプラン有料化についての市の見解について

イの金額から有料化対象者の給付管理業務を算出して有料化の事

務を行うことになるが、ケアマネジャーなど現場の事務負担が相当増

えるのではないか。ケアプラン有料化の案について、本市の見解はい

かがか。利用者、ケアマネジャーなどの現場の声を聴き、必要に応じ

て国に物申すべきではないか。
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老人いこいの家は 14 施設のうち、南部老人いこいの家、柏井老人いこいの

家が廃止となった。老人いこいの家は、公共施設等総合管理計画においては「集

会施設」に分類され、同計画の８集会施設（２）管理方針の⑥「統合や廃止の

推進方針」については、「老朽化等により建て替えが必要な場合、施設の利用

状況、周辺施設との位置関係等を踏まえ、地域住民と合意形成を図りながら、

近隣の施設との統合や廃止を検討」とあります。

しかし、昭和 40 年発出の厚生省「老人憩の家の設置運営について」には、

「老人憩の家は、市町村の地域において、老人に対し、教養の向上、レクリエ

ーション等のための場を与え、もつて老人の心身の健康の増進を図ることを目

的とする」として、「福祉の増進」という自治体本来の役割に即しており、利

用者は 60 歳以上で無料とされています。

時代にふさわしく見直すとしても、「老人の教養の向上、心身の健康の増進」

は目的として掲げるべきではないか、と思います。

（１） 市内 12 施設の利用状況とその評価について

（２） 老人いこいの家の今後について

今後の存続及び「60歳以上無料」の継続について変わりはないか


